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的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が

被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
立
替
納
付

を
行
い
、
カ
ー
ド
会
員
に
請
求
す

る
方
法
で
す
。
直
接
金
融
機
関
な

ど
の
窓
口
で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
を
提
示
し
納
付
す
る
方
法
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
種
類
、
お
申
し
込
み
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は
、
彦
根
社
会
保
険

事
務
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所

23-

１
１
１
４
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番

彦
根
警
察
署
か
ら
の

お
知
ら
せ
　

▼
「
滋
賀
県
琵
琶
湖
の
レ
ジ
ャ
ー

利
用
の
適
正
化
に
関
す
る
条

例
」
に
よ
り
、プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
の
従
来
型
２
サ
イ
ク
ル
エ
ン

ジ
ン
は
、
今
年
４
月
か
ら
、
琵

琶
湖
で
は
、
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。

▼
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
に
乗

船
す
る
場
合
は
、
救
命
胴
衣
（
ラ

イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
）
を
必
ず
着
装

し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先
　

彦
根
警
察
署
地

域
課

27-

０
１
１
０
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
27-

０
１
３
０
番

彦
根
市
地
域
通
貨
「
彦
」

交
付
期
間
は

５
月
30
日
㈮
ま
で
で
す

　

平
成
19
年
度
中
の
「
美
し
い
行

為
」
に
対
す
る
地
域
通
貨
「
彦
」

の
交
付
は
、
５
月
30
日
㈮
ま
で
で

す
。
こ
の
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
地

域
通
貨
を
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
期
間
内
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

交
付
窓
口
　

ま
ち
づ
く
り
推
進

室
（
市
役
所
１
階
）、
稲
枝
支
所

交
付
期
間
　

５
月
30
日
㈮
ま
で
の
、

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

交
付
に
必
要
な
も
の
　

平
成
19
年

度
美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
活
動
報

告
書
・
印
鑑

新
規
登
録
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
　

美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
活
動
へ

の
新
規
の
参
加
登
録
は
、
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
多
く
の

皆
さ
ん
の
登
録
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

　
　

地
域
通
貨
の
使
い
方
な
ど
、

詳
し
く
は
、「
広
報
ひ
こ
ね
」
３

月
15
日
号
６
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は

彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

ま
ち
づ
く
り

推
進
室

30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

軽
自
動
車
税
・
固
定
資
産
税
に

関
す
る
お
知
ら
せ

　

平
成
20
年
度
の
軽
自
動
車
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納

税
通
知
書
を
、
５
月
中
旬
に
発
送

し
て
い
ま
す
。
期
限
内
の
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
等
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

　

身
体
障
害
者
、
ま
た
は
精
神
障

害
者
な
ど
の
人
が
所
有
す
る
軽
自

動
車
な
ど
で
、
も
っ
ぱ
ら
障
害
者

が
運
転
す
る
も
の
、
ま
た
は
障
害

者
の
通
学
・
通
勤
も
し
く
は
生
業

の
た
め
に
、
そ
の
障
害
者
と
生
計

を
同
じ
く
す
る
人
が
運
転
す
る
軽

自
動
車
な
ど
で
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
身
体
障
害
者
の
み
で
構

成
さ
れ
る
世
帯
の
人
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
な
ど
で
、
も
っ
ぱ
ら
身

体
障
害
者
な
ど
の
通
学
、
通
院
、

生
業
の
た
め
に
、
身
体
障
害
者
な

ど
を
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す

る
軽
自
動
車
も
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
一
人
の
障
害
者
に
つ
き
、

普
通
自
動
車
を
含
め
て
、
減
免
の

対
象
と
な
る
軽
自
動
車
は
、
一
台

限
り
で
す
。

申
請
手
続
　

必
要
な
書
類
を
添
え

て
、
５
月
27
日
㈫
ま
で
に
、

税
務
課
ま
た
は
稲
枝
支
所
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
ま
た
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど
）

※
障
害
の
級
な
ど
に
よ
っ
て
、
減

免
を
受
け
ら
れ
る
範
囲
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
納
付
書
の

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

③
自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）
の

写
し

④
納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

⑤
印
鑑
（
認
印
）

※
生
計
を
同
一
に
し
な
い
介
護
者

が
運
転
す
る
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

税
務
課

30-

６
１
０
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を

お
届
け
し
ま
す

　　

彦
根
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
加
入
者
や
老
人
保
健
法
の

適
用
を
受
け
て
い
た
人
に
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
を
お
届
け
し
て

い
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
同
じ
月

に
医
療
機
関
で
受
診
し
た
人
の
医

療
費
を
、
世
帯
ご
と
に
お
知
ら
せ

し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
保
険
料
な
ど
を
、
医
療
費

と
し
て
有
効
に
活
用
す
る
た
め

に
、
適
切
な
受
診
を
心
が
け
て
い

た
だ
く
よ
う
、
今
年
度
も
引
き
続

き
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
通
知
は
、
国
保
加
入
者

に
は
年
間
６
回
送
付
し
ま
す
。
老

人
保
健
法
適
用
の
人
に
つ
い
て

は
、
市
か
ら
の
送
付
は
、
１
月
か

ら
３
月
ま
で
の
診
療
分
に
つ
い
て

の
通
知
（
７
月
発
送
予
定
）
が
最
後

と
な
り
ま
す
。
４
月
の
診
療
分
か

ら
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

対
象
と
な
る
た
め
、「
滋
賀
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
か
ら

送
付
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

保
険
年
金
課

30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

国
民
年
金
保
険
料
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
納
付
方
法

は
、
毎
月
納
付
、
６
か
月
前
納
、

一
年
前
納
の
３
種
類
で
す
。
た
だ

し
、
一
部
納
付
（
多
段
階
免
除
）
が

承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
納
付
は
、
登
録
以
降
、
継
続


